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介護保険事業者事故報告書 

更新日：2010年2月4日 高齢福祉保険課 

 事故が発生した場合は、以下の取扱要領に基づき速やかに報告してください。 

 

  ！死亡事故等の場合は、直ちに県、市町村に電話又はＦＡＸにより第一報してください。  

 
→ 社会福祉施設等における事故発生時の報告取扱要領等

県からの通知  

 
関連リンク  

 ◇株式会社三菱総合研究所（厚生労働省 老人保健健康増進等事業） 

  http://www.mri.co.jp/SERVICE/project/chuou/2009155_1372.html  

お問い合わせ 

高齢福祉保険課介護事業者グループ  
電話：017-734-9299・9297  FAX：017-734-8090  
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介護保険事業者事故報告フロー図 
 
 
                       家族へ連絡  
 

居宅介護支援事業者又は  
介護予防支援事業者（地域包括支援

センター）へ連絡  
                           ※居宅サービス又は介護予防サービスの場合。 

ただし、（介護予防）特定施設入居者生活介

護を除く。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

＋ 
 
 
 
 
 
 
 
 

事 故 発 生 

○死亡事故その他重大な人身事故 

○食中毒、結核の発生 

○感染症（1 類～４類）  

○５類の感染症で、インフルエンザ等が施設内に蔓延する状態 

○職員の法令違反、不祥事の発生 

市町村へ報告 
 
① 電話又はＦＡＸ（様式任意）により第一報 
 
② 市町村で定められた書式等が既にある場合はそれに従い報告 

県へ報告（所管の各地域県民局地域健康福祉部又は高齢福祉保険課） 
 
① 電話又はＦＡＸ（様式任意）により第一報 
② 要領に従い別紙１「介護保険事業者事故報告書」又は別紙２「介護保険

事業者事故報告書（感染症等）」により報告 
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別紙１        介 護 保 険 事 業 者 事 故 報 告 書 
                              平成  年  月  日  
                 事業者名称及び代表者氏名  
                       （氏名）            印  
当事業所（施設）において、次のような事故が発生したので報告します。  

１ 
事

業

所 

事業所（施設）名及び所在地  
事業所（施設）名  
所在地  
電話番号  

サービス種類   

管理者氏名   

２  事故対
象者  
（利用者又

は入所者） 

氏名等  

氏名                （男・女）   年   月   日生（    歳） 
住所  
被保険者番号（             ）   要介護度（          ） 
電話番号  

家族等の状況   

居宅介護支援事業所名   

３

事

故

の

概

要 

①発生日時 平成   年   月   日（   曜日）          時    分 
②発生場所  
③種別 
（該当するものに○をする） 

利用者の死亡、利用者のけが、食中毒、感染症、結核、職員の法令違反、 
不祥事、その他（                                   ） 

④内容 
（経緯、発生状況、事故対象

者の状況、原因等を記載） 

 

４

事

故

時

の

対

応 

発生時の対応  
（応急処置、家族等への連絡

状況、医療機関への搬送状況

等を記載） 家族への連絡（有・無）     市町村への報告（有・無）  
居宅介護支援事業者への連絡（有・無） 
介護予防支援事業者（地域包括支援センターへの報告）（有・無）  

５

事

故

後

の

対

応 

①搬送後又は治療後の利用

者の状況 
（病状、入院の有無等） 

 

②家族への対応 
（報告・説明） 

 

③市町村、地域県民局又は県

本庁への第一報  
 

④損害賠償等の状況  
（損害保険利用の有無） 

 

６ 再発防止策   

※ 死亡事故等の場合は、本様式作成を待たずに、直ちに電話又はＦＡＸにより第一報を行ってください。

※ 事故について、詳細な記録（介護、看護記録等）や図がある場合は、併せて添付してください。  
※ 記入欄が不足する場合は、適宜項目を拡張するか、別に記載して下さい。  
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